
 

 

 

【運動の目的】 

県民一人一人が、安全を第一に考え、交通ルールの遵守と交通マナーの実践に努めることにより、

交通事故防止を図ることを目的とする。 

【主な運動（抜粋）】 

7月 11日（金）～20日（日） 町内に掲揚した交通安全のぼり旗 

 

 

 

 

 

 

 

7月 11日（金） 朝の街頭広報及び街頭立哨 

 

 

 

 

 

 

 

7月 18日（金） 夜間の街頭広報及び街頭立哨 

 

 

 

 

 

 

 

【次回の交通安全運動期間】 

秋の全国交通安全運動・・・９月２１日（日）～９月３０日（火）の１０日間 

年末の交通安全県民運動・・・１２月１５日（月）～１２月３１日（水）の１７日間 

 

～交通事故シラズの吉田町にしよう～ 
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電話：３３－２１３４ 

令和７年８月発行 

※静岡県警察から情報提供を受けております。 

７月１１日（金）～２０日（日）に夏の交通安全県民運動を実施しました！ 


